


 

 

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定

は 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 育 児 を 行 う 職 員 の 時 間 外 勤 務 の 制 限 に 係 る 手 続 等 に 関 す る 経 過 措 置   

 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 の 日 を 時 間 外 勤 務 制 限 開 始 日 と す る こ の

規 則 に よ る 改 正 後 の 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 勤 務 時 間 、

休 暇 等 に 関 す る 規 則 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求（ ３ 歳 か ら 小 学 校

就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た め に 行 う も の に 限 る 。） を

行 お う と す る 職 員 は 、こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に お い て も 、同 項 の 規 定

の 例 に よ り 、 当 該 請 求 を 行 う こ と が で き る 。  

 




